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町
民
の
代
表
と
し
て
、八
峰
町
の
未
来
を
託
す
の
に
ふ
さ
わ
し
い
人
を
選
ぶ
身
近
で

大
事
な
選
挙
で
す
。棄
権
せ
ず
、よ
く
見
、よ
く
聞
き
、よ
く
考
え
て
、貴
重
な
一
票
を
正

し
く
投
じ
ま
し
ょ
う
。

八
峰
町
長
選
挙

八
峰
町
議
会
議
員
一
般
選
挙

投
票
日　
４
月
18
日（
日
曜
日
）午
前
７
時
〜
午
後
６
時

よ
く
見
、
よ
く
聞
き
、
よ
く
考
え
て
投
票
し
ま
し
ょ
う

■
今
回
の
選
挙
で
投
票
で
き
る
人
は

　

平
成
２
年
４
月
19
日
以
前
に
生
ま
れ
た

方（
20
歳
以
上
）で
、
平
成
22
年
１
月
12
日

以
前
か
ら
引
き
続
き
八
峰
町
内
に
住
ん
で

い
て
住
民
登
録
が
あ
る
人
で
す
。

■
投
票
時
間

　

投
票
時
間
は
、
午
前
７
時
か
ら
午
後
６

時
ま
で
で
、２
時
間
繰
り
上
げ
て
い
ま
す
。

入
場
券
が
届
い
た
ら
投
票
所
、
投
票
時
間

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

■
投
票
所
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

　

下
表
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
の
で
、
お

間
違
え
の
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
こ
ん
な
時
は
期
日
前
投
票
を

　

投
票
日
当
日
、
仕
事
や
旅
行
等
の
理
由

に
よ
り
投
票
で
き
な
い
場
合
は
期
日
前
投

票
が
で
き
ま
す
。
入
場
券
裏
面
の「
期
日

前
投
票
請
求
書
兼
宣
誓
書
」に
必
要
事
項

を
書
い
て
、
期
日
前
投
票
所
へ
提
出
す
る

と
、
そ
の
場
で
投
票
で
き
ま
す
。

【
期
日
前
投
票
所
】

　

八
森
地
区
の
方
・・・
フ
ァ
ガ
ス「
研
修
室
」

　

峰
浜
地
区
の
方
・
・
・
峰
栄
館「
ロ
ビ
ー
」

【
期
日
前
投
票
期
間
】

　

４
月
14
日
㈬
か
ら
４
月
17
日
㈯

※
期
間
中
は
、
土
日
も
投
票
で
き
ま
す
。

【
期
日
前
投
票
時
間
】

　

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
８
時
ま
で

■
自
分
で
書
け
な
い
と
き
は
代
理
投
票
を

　

手
に
ケ
ガ
な
ど
を
し
て
、
自
分
で
投
票

用
紙
に
書
け
な
い
場
合
は
、
代
理
投
票
が

で
き
ま
す
の
で
係
員
に
申
し
出
て
く
だ
さ

い
。
投
票
の
補
助
者
が
代
理
で
記
載
し
ま

す
が
、
投
票
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で

ご
安
心
く
だ
さ
い
。

■
病
院
な
ど
で
の
不
在
者
投
票

　

県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
病

院
や
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に
い
る
人
は
、
そ

の
施
設
で
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。
手

続
き
は
そ
の
施
設
で
行
い
ま
す
の
で
、
施

設
の
係
の
方
に
不
在
者
投
票
の
申
し
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。

■
出
稼
ぎ
先
や
出
張
先
で
の
不
在
者
投
票

　

出
稼
ぎ
や
長
期
出
張
な
ど
の
方
は
、「
宣

誓
書
兼
不
在
者
投
票
用
紙
請
求
書
」を
町

選
挙
管
理
委
員
会
に
請
求
す
る
こ
と
に
よ

り
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。
お
早
め
に

町
選
挙
管
理
委
員
会
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票

　

身
体
に
重
度
の
障
害
が
あ
る
方
に
は
、

投
票
所
に
行
か
ず
に
自
宅
で
投
票
で
き
る

「
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
制
度
」が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
、
事
前
に
郵
便
投
票
証
明

書
の
交
付
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
行
う
に

は
、
申
請
書
提
出
か
ら
障
害
の
程
度
の
確

認
後
に
選
挙
管
理
委
員
会
で
決
定
の
う
え

証
明
書
の
交
付
と
な
り
ま
す
。
す
ぐ
に
は

郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

※
投
票
日
ま
で
に
選
管
に
届
か
な
い
と

無
効
に
な
り
ま
す
。
手
続
き
は
お
早
め
に

お
願
い
し
ま
す
。

　

ご
不
明
な
点
は
、
八
峰
町
選
挙
管
理
委

員
会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。　

　
　
　
　
　
　
　
　

☎
７
６―

４
６
０
１

■各投票区の投票所
投票区 地区名 投票所

１大沢投票区
大沢・横内・仲村・
小手萩・内荒巻・
塙・大信田

塙川健康センター

2石川投票区 石川・稲子沢・大
野・外林 石川多目的集会施設

3田中投票区
畑谷・上畑谷・強
坂・内坂・沼田・田
中

峰栄館

4水沢投票区
水 沢・カ ッ チ キ
台・駅前・三ツ森・
高野々・大土面

はつらつ苑

5目名潟投票区

目名潟・萩ノ台・
蝦夷倉・岩子・大
久保岱・手這坂・大
岱・大槻野

八峰町役場（予定）

6八森投票区
八森第一・八森第
二・八森第三・浜
田・本館

八森生活改善センター

7観海投票区
椿台・椿・中浜・茂
浦・立石・横間・滝
の間

ファガス

8岩館投票区 小入川・岩館第一・
岩館第二 岩館生活改善センター

平成22年４月から水道・下水道料金が変わります！

　これまで水道・下水道料金は、八森地区・峰浜地区でそれぞれ旧町村の料金体系を引き継いできましたが、平成２２
年４月から統一した使用料金に変わります。

両地区で異なっていた基本使用水量、基本使用料金、超過料金が統一されます。
（メーター使用料金は変わりません。）

水道料金

八森地区料金
基本使用水量 １０㎥

基本使用料金 １,０５０円

超過料金(１㎥) １１５円

メーター使用料金13㎜ １７０円

メーター使用料金20㎜ １８０円

八森地区では従量制、峰浜地区では定額制の料金体系でしたが、従量制に統一され、基本使用水
量、基本使用料金、超過料金が次のように変わります。

下水道料金

注：八森地区は、平成22年度に限り経過措置により超過料
金が147円となります。平成23年４月からは両地区と
もに157円となります。

峰浜地区料金
基本使用水量 １２㎥

基本使用料金 ９４５円

超過料金(１㎥) １５７円

メーター使用料金13㎜ １７０円

メーター使用料金20㎜ １８０円

新水道料金
基本使用水量 １０㎥

基本使用料金 １,０５０円

超過料金(１㎥) １３６円

メーター使用料金13㎜ １７０円

メーター使用料金20㎜ １８０円

A
B
C

■水道料金の計算方法
　A＋B×（使用水量－１０）＋C
基本使用料金と10㎥を超えた水量分の超過
料金の合算額にメーター使用料金を加えた額
が水道料金となります。
ただし、10円未満の端数は切り捨てます。

八森地区料金
基本使用水量 １０㎥

基本使用料金 １,３６５円

超過料金(１㎥) １３６円

峰浜地区料金
基本使用料金 １,６８０円

世帯員１人あたり ６３０円

新下水道料金 八森地区 峰浜地区
基本使用水量 １０㎥ １０㎥

基本使用料金 １,５７５円 １,５７５円

超過料金(１㎥) 注１４７円 １５７円

■下水道料金の計算方法
　D＋E×（使用水量－１０）
基本使用料金と10㎥を超えた水量分の超過
料金の合算額が下水道料金となります。
ただし、10円未満の端数は切り捨てます。

D
E

水道料金早見表（メーター１３mm）
※メーター20mmは10円増額になります

１㎥～１０㎥ １,２２０円
１５㎥ １,９００円
２０㎥ ２,５８０円
３０㎥ ３,９４０円
４０㎥ ５,３００円
５０㎥ ６,６６０円
６０㎥ ８,０２０円

下 水 道 使 用 料 金 早 見 表

八森地区 峰浜地区
１㎥～１０㎥ １,５７０円 １,５７０円
１５㎥ ２,３１０円 ２,３６０円
２０㎥ ３,０４０円 ３,１４０円
３０㎥ ４,５１０円 ４,７１０円
４０㎥ ５,９８０円 ６,２８０円
５０㎥ ７,４５０円 ７,８５０円
６０㎥ ８,９２０円 ９,４２０円

■問合せ先　八峰町建設課　水道係・下水道係　☎７６－４６１０


